
調 査 計 画 全 文 

１ 調査の名称 

    リサイクル産業実態調査 

２ 調査の目的 

リサイクル産業に属する企業の実態を把握し、将来の社会構造・産業構造を見据えた

効果的な政策立案のための基礎データを得ることを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲 ： 全国 

（２）属性的範囲 ： リサイクル産業（注）に属する企業 

（注）本統計においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）における産業廃棄物及び

各個別リサイクル法における対象品目等について収集・運搬、中間処理、再資源化（リサイクル）等といっ

た事業を営む事業者が属する産業を「リサイクル産業」とする。 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）数 ： 約16,500社 

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

リサイクル産業に属する企業は、４つの母集団名簿に属する企業であり、これを全数調査

する。具体的には、以下の名簿情報を使用し、重複する企業を削除した上で報告を求める

者を決定。 

① 以下のリサイクルに関する業界団体に所属する事業者名簿

 普通鋼電炉工業会

 日本鉱業協会

 全国板カレットリサイクル協議会

 （一社）セメント協会

 （一社）鉄リサイクル工業会（商社会員含む）

 （一社）ELVリサイクル機構

② 「特定家庭用機器再商品化法（いわゆる、家電リサイクル法）」に基づく再商品化

等認定施設を保有する事業者名簿

③ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（いわゆる、小型家電リサ

イクル法）」に基づく認定事業者名簿

④ 経済センサス‐活動調査の名簿情報を使用し、以下の日本標準産業分類（細分類番

号及び分類名）に該当する事業所を保有する企業を抽出する。

 1852 廃プラスチック製品製造業

 2113 ガラス製加工素材製造業

 2117 ガラス繊維・同製品製造業

【承認日：令和元年１０月２３日】



 2121 セメント製造業 

 2221 製鋼・製鋼圧延業 

 2292 鉄スクラップ加工処理業 

 2311 銅第１次製錬・精製業 

 2312 亜鉛第１次製錬・精製業 

 2319 その他の非鉄金属第１次製錬・精製業 

 2321 鉛第2次製錬・精製業（鉛合金製造業を含む)  

 2322 アルミニウム第2次製錬・精製業（アルミニウム合金製造業を含む） 

 2329 その他の非鉄金属第2次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む） 

 5362 鉄スクラップ卸売業 

 5363 非鉄金属スクラップ卸売業 

 5364 古紙卸売業 

 5369 その他の再生資源卸売業 

 5423 自動車中古部品卸売業 

 8821 産業廃棄物収集運搬業 

 8822 産業廃棄物処分業 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票を参照） 

① 会社概要 

② 企業全体の売上・費用・設備投資額 

③ 年間エネルギー消費量 

④ 収集・運搬の取引量・チャネル 

⑤ 中間処理・再資源化の取引量・チャネル、保有設備・機械 

 

（２）基準となる期日又は期間 ：平成３０年度１年間の実績（一部の項目については、

平成３１年４月１日現在） 

 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

経済産業省、環境省－民間事業者－報告者 

（２）調査方法（□調査員調査 ■郵送調査 □オンライン調査 □その他

（       ）） 

  ① 民間事業者から調査票を郵送する。 



② 返信用封筒に記入済み調査票を同封して、民間事業者に提出する。 

  なお、経済産業省と環境省は、専管や共管となっている各個別リサイクル法に

おいて、許可を受けている事業者に対し、所管する業界団体等を通じた督促を実

施する。 
民間事業者への委託内容は、調査対象の選定、調査票の印刷・発送、調査票の回

収・集計、疑義照会、督促等。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 ：１回限り 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 ： 令和元年１１月 

 

８ 集計事項 

別添「結果表様式」を参照 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法 ： 調査結果をインターネット（経済産業省WEBサイト及びe-Stat）

により公表 

（２）公表の期日 ： 令和２年８月 

 

10 使用する統計基準 ： 調査対象の範囲の画定において、日本標準産業分類を使用す

る。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

（１）調査票情報の保存期間   

・記入済み調査票：１年 

・調査票の内容を記録した電磁的記録媒体：常用  

（２）保存責任者 

・経済産業省産業技術環境局資源循環経済課長 

・環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長 
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２．収集・運搬を行う排出源数

平成30年4月1日から3月
31日までの1年間につい

て、収集運搬を行った排
出源数を数値で記載して

下さい

百 十

収集を行う排出源数 箇所

問４－１．収集・運搬の取引量・チャネル

１．年間取引量・金額

平成30年4月1日から3月31日までの1年間につ
いて、それぞれの量と金額を記載して下さい。

２．中間処理・再資源化にかかる引受先数

平成30年4月1日から3月31
日までの1年間についての

引受先の数を数値で記載し
て下さい

百 十 一

国内

海外（輸入）

社

問４－２．中間処理・再資源化の取引量・チャネル、保有設備・機械

１．年間取引量・金額

３．処理（引受）・生産（引渡）能力

A. すべての品目の引受に
係る一日当たり処理能力

ｔ/日

B. すべての品目の引渡に
係る一日当たり生産能力

ｔ/日

年間稼働日数 日/年

処理能力、生産能力につ
いては平成31年4月1日現
在の値を記載して下さい。

年間稼働日数については、
平成30年4月1日から3月

31日までの1年間について
の値を記載して下さい

４．再資源化されたものの引渡先数

平成30年4月1日から3月
31日までの1年間につい

ての引渡先の数を数値で
記載して下さい

百 十 一

国内

海外（輸出）

社

社

引受量 引受金額 引渡量 引渡金額

廃
棄
物
処
理
法
で
定
義
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物

燃え殻

焼却灰 トン 千円 トン 千円

石炭灰 トン 千円 トン 千円

その他 トン 千円 トン 千円

汚泥
有機汚泥 トン 千円 トン 千円

無機汚泥 トン 千円 トン 千円

廃油 kL 千円 kL 千円

廃酸 kL 千円 kL 千円

廃アルカリ kL 千円 kL 千円

廃プラスチック類 トン 千円 トン 千円

ゴムくず トン 千円 トン 千円

金属くず
鉄くず トン 千円 トン 千円

非鉄くず トン 千円 トン 千円

ガラスくず、コンクリー
トくずおよび陶磁器く
ず

ガラスくず トン 千円 トン 千円

コンクリートくず トン 千円 トン 千円

陶磁器くず トン 千円 トン 千円

鉱さい

電炉スラグ トン 千円 トン 千円

非鉄製錬スラグ トン 千円 トン 千円

その他 千円 トン 千円

がれき類 トン 千円 トン 千円

ばいじん トン 円 トン 千円

紙くず 千円 トン 千円

木くず トン 千円 トン 千円

繊維くず トン 千円 トン 千円

動植物性残さ トン 千円 トン 千円

動物系固形 要物 トン 千円 トン 千円

動物のふ 尿 トン 千円 トン 千円

動物 体 トン 千円 トン 千円

13号廃棄 トン 千円 トン 千円

個
別
法※

１

電４品目 台 千円 台 千円

型 電 トン 千円 トン 千円

使用済 動車（廃車 ASR含） 台 千円 台 千円

有
価
で
取
引
さ

る
品
目

鉄鋼または 鋼原料 トン 千円 トン 千円

非鉄 たは非鉄原料 トン 千円 トン 千円

ガラス たはガラス原料 トン 千円 トン 千円

樹脂 は樹脂原料 トン 千円 トン 千円

製紙または製紙原料 トン 千円 トン 千円

メントまたはセメント原料 トン 千円 トン 千円

その他 トン 千円 トン 千円

リユース製品 トン 千円

一次原料 トン 千円

※１個別リサイクル法で対象となる品目を指します。
（注）引渡量には、最終処分場への引き渡し、および中間処理業者への引き渡しいずれの場合も含みます。
（注）リユース品として複数品目を販売する場合、それらの合計値を記入ください。
（注）原料として一次原料を用いている場合は、引受量の欄に購入量を、引受金額の欄に購入金額を記入ください。

５．保有している設備・機械

シュレッダー フロン回収機 アルカリ洗浄機 RPF製造設備

プレシュレッダー タイヤ破砕機 磁力・比重選別機

ギロチンシャー ニブラ 圧縮・減容機

プレス機 X線・光学選別機 焼却設備

平成31年4月1日現在、

あてはあるもの全て○で
囲んで下さい。

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11

12

13
14

15

16

社

※A, Bいずれか一方を記載ください。

受託量 金額

廃
棄
物
処
理
法
で
定
義
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物

燃え殻

焼却灰 トン 千円

石炭灰 トン 千円

その他 トン 千円

汚泥
有機汚泥 トン 千円

無機汚泥 トン 千円

廃油 kL 千円

廃酸 kL 千円

廃アルカリ kL 千円

廃プラスチック類 トン 千円

ゴムくず トン 千円

金属くず
鉄くず トン 千円

非鉄くず トン 千円

ガラスくず、コンク
リートくずおよび陶磁
器くず

ガラスくず トン 千円

コンクリートくず トン 千円

陶磁器くず トン 千円

鉱さい

電炉スラグ トン 千円

非鉄製錬スラグ トン 千円

その他 トン 千円

がれき類 トン 千円

ばいじん トン 千円

紙くず トン 千円

木くず トン 千円

繊維くず トン 千円

動植物性残さ トン 千円

動物系固形不要物 トン 千円

動物のふん尿 トン 千円

動物の死体 トン 千円

13号廃棄物 トン 千円

個
別
法※

１

家電４品目 台 千円

小型家電 トン 千円

使用済自動車（廃車ガラ、ASR含） 台 千円

有
価
で
取
引
さ
れ
る
品
目

鉄鋼または鉄鋼原料 トン

非鉄または非鉄原料 トン 千円

ガラスまたはガラス原料 トン 千円

樹脂または樹脂原料 トン 千円

製紙または製紙原料 トン 千円

セメントまたはセメント原料 トン

その他 トン 千

上記以外の一般廃棄物 トン 千円

※１個別リサイクル法で対象となる品目を します。

平成30年4月1日から3月31日までの1年間につ
いて、それぞれの量と金額を記載して下さい。
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１．会社概要

（企業概要（業種別※））
（社） （千円） （千人）

企業数 資本金 従業員数
うち直接部門

うちリサイクル関連部門

収集運搬業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）
鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

中間処理業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※複数品目を取扱う企業の場合、最も大きい売上金額を得ている業・品目に分類し、企業ベースで集計

（保有している許可・認定・登録）
（社）
企業数

産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可（中間処理）
産業廃棄物処分業許可（最終処分）
小型家電リサイクル法の認定事業者
家電リサイクル法の再商品化等認定施設
自動車リサイクル法引取業登録
自動車リサイクル法フロン類回収業登録
自動車リサイクル法解体業許可
自動車リサイクル法破砕業許可（破砕・破砕前処理）
自動車リサイクル法のASR指定引取場所
再生利用認定制度の認定



２  企業全体の売上・費用・設備投資額

（売上規模、費用内訳（業種別※））
（千人） （千円）

企業数 従業員数 売上 費用
付加価値
額

一人当た
り付加価
値額

リサイク
ル関連部
門売上

リサイク
ル関連部
門の一人
当たり売
上

うち直接部
門

収集運搬に
よる売上

中間処理に
よる売上

最終処分に
よる売上

再資源化に
よる売上

その他の廃
棄物・リサ
イクル関連
事業による
売上

給与総額
（賞与を含

む）
租税公課

収集運搬
費

光熱費

うちリサイ
クル関連部

門

再資源化さ
れたものの
販売による

売上

再資源加工
の委託によ
る売上

物品販売に
よる売上

役務提供に
よる売上

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
⑳＝⑤ー
⑮＋⑯＋

⑰

㉑＝⑳／
②

㉒＝⑥＋
⑦＋⑧＋
⑨＋⑫

㉓＝㉒／
④

収集運搬業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）
鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

中間処理業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※複数品目を取扱う企業の場合、最も大きい売上金額を得ている業・品目に分類し、企業ベースで集計



２  企業全体の売上・費用・設備投資額
（売上規模、費用内訳（従業員規模別））

（千人） （千円）

企業数 従業員数 売上 費用
付加価値
額

一人当た
り付加価
値額

リサイク
ル関連部
門売上

リサイク
ル関連部
門の一人
当たり売
上

うち直接部
門

収集運搬に
よる売上

中間処理に
よる売上

最終処分に
よる売上

再資源化に
よる売上

その他の廃
棄物・リサ
イクル関連
事業による
売上

給与総額
（賞与を含

む）
租税公課

収集運搬
費

光熱費

うちリサイ
クル関連部

門

再資源化さ
れたものの
販売による

売上

再資源加工
の委託によ
る売上

物品販売に
よる売上

役務提供に
よる売上

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
⑳＝⑤ー
⑮＋⑯＋

⑰

㉑＝⑳／
②

㉒＝⑥＋
⑦＋⑧＋
⑨＋⑫

㉓＝㉒／
④

10人未満
10人～49人
50人～99人
100人～299人
300人以上
合計



２  企業全体の売上・費用・設備投資額

（直近一年間の設備投資動向（業種別※、従業員規模別））
（千円）

従業員規模 合計 10人未満 10人～49人 50人～99人
100人～299

人
300人以上

機械への設
備投資額

機械への設
備投資額

機械への設
備投資額

機械への設
備投資額

機械への設
備投資額

機械への設
備投資額

リサイクル
関連事業に
使用する機
械への設備
投資額

リサイクル
関連事業に
使用する機
械への設備
投資額

リサイクル
関連事業に
使用する機
械への設備
投資額

リサイクル
関連事業に
使用する機
械への設備
投資額

リサイクル
関連事業に
使用する機
械への設備
投資額

リサイクル
関連事業に
使用する機
械への設備
投資額

収集運搬業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）
鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

中間処理業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※複数品目を取扱う企業の場合、最も大きい売上金額を得ている業・品目に分類し、企業ベースで集計



３．年間エネルギー消費量

（エネルギー消費量、エネルギー生産性（業種別※））
kWh) (kL) (t) (m3) (m3) MJ） （千円） （千円／MJ）

電力 原油・石油製品類 石炭類 ガス類（石油ガス、天然ガス） その他ガス類
エネルギー
消費量 付加価値額

エネルギー
生産性

除 コ セ ＮＧＬ コンデンセート ガソリン 軽油 ナフサ ジェット燃料油 灯油 Ａ重油 Ｂ重油 Ｃ重油 潤滑油 原料炭 一般炭 無煙炭 コークス 石油コークス コールタール 石油アスファルト LPG（液化石油ガス） LNG（液化天然ガス） 天 ガ 除 化天 ガ コークス炉ガス 都市ガス 高炉ガス 転炉ガス（電気炉ガス）

① ② ③＝②／①

収集運搬業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）
鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

中間処理業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※複数品目を取扱う企業の場合、最も大きい売上金額を得ている業・品目に分類し、企業ベースで集計

（エネルギー消費量、エネルギー生産性（従業員規模別））
kWh) (kL) (t) (m3) (m3) MJ） （千円） （千円／MJ）

電力 原油・石油製品類 石炭類 ガス類（石油ガス、天然ガス） その他ガス類
エネルギー
消費量 付加価値額

エネルギー
生産性

除 コ セ ＮＧＬ コンデンセート ガソリン 軽油 ナフサ ジェット燃料油 灯油 Ａ重油 Ｂ重油 Ｃ重油 潤滑油 原料炭 一般炭 無煙炭 コークス 石油コークス コールタール 石油アスファルト LPG（液化石油ガス） LNG（液化天然ガス） 天 ガ 除 化天 ガ コークス炉ガス 都市ガス 高炉ガス 転炉ガス 電気炉ガス）

① ② ③＝②／①

10人未満
10人～49人
50人～99人
100人～299人
300人以上
合計



４－１ 収集・運搬の取引量、チャネル

（年間取引量、金額（地域別、品目ベース※））
（社） （ｔ） （千円） （千円） （社） （ｔ） （千円） （千円） （社） （ｔ） （千円） （千円） （社） （ｔ） （千円） （千円） （社） （ｔ） （千円） （千円） （社） （ｔ） （千円） （千円） （社） （ｔ） （千円） （千円）
合計 北海道・東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄
事業者数 受託量 受託金額 受託単価 事業者数 受託量 受託金額 受託単価 事業者数 受託量 受託金額 受託単価 事業者数 受託量 受託金額 受託単価 事業者数 受託量 受託金額 受託単価 事業者数 受託量 受託金額 受託単価 事業者数 受託量 受託金額 受託単価

燃え殻 焼却灰
石炭灰
その他

汚泥 有機汚泥
無機汚泥

廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず 鉄くず

非鉄くず

ガラスくず、コンクリートくガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず

鉱さい 電炉スラグ
非鉄製錬スラグ
その他

がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電4品目
小型家電
使用済自動車
鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

上記以外の一般廃棄物
合計

※複数品目を取り扱う事業者の場合、各品目の受託量・金額の値を集計

個

別
法

有

価

で

取

引

さ

れ

る

品

目

廃

棄

物

処

理

法

で

定

義

さ

れ

る

産

業

廃

棄

物



４－１ 収集・運搬の取引量、チャネル

（収集運搬を行う排出源数（主取扱品目別※））
（ｔ） （箇所） （ｔ）

受託重量 排出源数

排出源数あ
たりの受託
重量

① ② ③＝①／②
収集運搬業 燃え殻

汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）
鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※収集運搬業を行う各企業を、最も大きい売上金額を得ている品目に分類し、企業ベースで集計



４－２ 中間処理・再資源化の取引量、チャネル、保有設備・機械

（品目別の引受及び引渡量・金額（地域別、品目ベース※）
（社） （ｔ） （千円）（千円 （社） （ｔ） 千円）（千円）（社） （ｔ） （千円） 千円）（社） （ｔ） （千円 （千円） 社） （ｔ） （千円 （千円 （社） （ｔ） （千円）（千円 （社） （ｔ） 千円）（千円）（社） （ｔ） （千円） 千円）（社） （ｔ） （千円 （千円） 社） （ｔ） （千円 （千円 （社） （ｔ） （千円）（千円 （社） （ｔ） 千円）（千円）（社） （ｔ） （千円） 千円）（社） （ｔ） （千円 （千円）
合計 北海道・東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄
事業者 引受 引受量 受金額 引受単価 事業者 引渡 引渡量 引渡金額 引渡単価 事業者 引受 引受量 引受金額 引受単価 事 者 引渡 引渡量 引渡金額 引渡単価 事業者 引受 引受量 引受金額 引受単価 事業者 引渡 引渡量 引渡金額 引渡単価 事業者 引受 引受量 引受金額 受単価 事業者 引渡 引渡量 引渡金額 引渡単価 事 者 引受 引受量 引受金額 引受単価 事業者 引渡 引渡量 引渡金額 引渡単価 事業者 引受 引受量 受金額 引受単価 事業者 引渡 引渡量 引渡金額 引渡単価 事業者 引受 引受量 引受金額 引受単価 事 者 引渡 引渡量 引渡金額 引渡単価

燃え殻 焼却灰

石炭灰

その他

汚泥 有機汚泥

無機汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず 鉄くず

非鉄くず

ガラスくず コンクリ トくずガラスくず

コンクリートくず

陶磁器くず

鉱さい 電炉スラグ

非鉄製錬スラグ

その他

がれき類

ばいじん

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物

動物のふん尿

動物の死体

13号廃棄物
家電4品目

小型家電

使用済自動車
鉄鋼または鉄鋼原料

非鉄または非鉄原料

ガラスまたはガラス原料

樹脂または樹脂原料

製紙または製紙原料

セメントまたはセメント原料

その他

リユース製品
一次原料

合計
※複数品目を取り扱う事業者の場合、各品目の受託量・金額の値を集計

廃

棄

物

処

理

法

で

定

義

さ

れ

る

産

業

廃

棄

物

個

別
法

有

価

で

取

引

さ

れ

る

品

目



４－２ 中間処理・再資源化の取引量、チャネル、保有設備・機械

（付加価値、再資源化率（主取扱品目別※））
（ｔ） （千円） （ｔ） （ｔ） （千円） （千円） （千円） （人） （千円） （％）

引受重量 引受金額 引渡重量

引渡重量の
うち有価の
もの 引渡金額 付加価値

引受重量あ
たり付加価
値 従業員数

従業員あた
り付加価値 再資源化率

① ② ③ ④ ⑤ ⑥＝⑤－② ⑦＝⑥／① ⑧ ⑨＝⑥／⑧ ⑩＝④／①
中間処理業 燃え殻

汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※中間処理・再資源化業を行う各企業を、最も大きい売上金額を得ている品目に分類し、企業ベースで集計



４－２ 中間処理・再資源化の取引量、チャネル、保有設備・機械

（処理能力・生産能力・稼働率（主取扱品目別※））
（ｔ） （ｔ） （％） （ｔ） （ｔ） （％）

引受重量 処理能力
稼働率（処
理） 引渡重量 生産能力

稼働率（生
産）

① ② ③＝①／② ④ ⑤ ⑥＝④／⑤
中間処理業 燃え殻

汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
注：処理能力を記載している事業者については引受能力に対する引受重量で、生産能力を記載している事業者については生産能力に対する引渡重量で稼働率を評価
※中間処理・再資源化業を行う各企業を、最も大きい売上金額を得ている品目に分類し、企業ベースで集計



４－２ 中間処理・再資源化の取引量、チャネル、保有設備・機械

（引受先数、引渡先数（主取扱品目別※））
（ｔ） （社） （社） （社） （ｔ） （ｔ） （社） （社） （社） （ｔ）

引受重量 引受先数

引受数あた
りの引受重
量 引渡重量 引渡先数

引渡数あた
りの引渡重
量

国内 海外 国内 海外
① ② ③ ④ ⑤＝①／② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩＝⑥／⑦

中間処理業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※中間処理・再資源化業を行う各企業を、最も大きい売上金額を得ている品目に分類し、企業ベースで集計



４－２ 中間処理・再資源化の取引量、チャネル、保有設備・機械
（保有機械・設備（主取扱品目別※））

（社）
事業者数 機械・設備保有事業者数

シュレッ
ダー

プレシュ
レッダー

ギロチン
シャー プレス機

フロン回収
機

タイヤ破砕
機 ニブラ

X線・光学選
別機

アルカリ洗
浄機

磁力・比重
選別機

圧縮・減容
機 焼却設備 RPF製造設備

中間処理業 燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物
家電４品目
小型家電
使用済自動車（廃車ガラ、ASR含）

再資源化業 鉄鋼または鉄鋼原料
非鉄または非鉄原料
ガラスまたはガラス原料
樹脂または樹脂原料
製紙または製紙原料
セメントまたはセメント原料
その他

合計
※中間処理・再資源化業を行う各企業を、最も大きい売上金額を得ている品目に分類し、企業ベースで集計



 

「リサイクル産業実態調査」の必要性について 
 

平成３０年１２月３日 
経済産業省産業技術環境局 

資源循環経済課 
 

近年、新興国の経済成長に伴い、長期的に世界の資源需給の逼迫が見込まれる中、環

境への影響を最小限にしながら持続可能な方法で地球の限られた資源を使用する、「資源

効率性（RE: Resource Efficiency）」の概念や、資源の回収・再利用により最大限の付加

価値を生み出す循環経済（CE: Circular Economy）の概念が国際的に注目されている。

我が国の資源循環政策は、1960 年代以降の廃棄物対策（最終処分量削減・不法投棄防止）

に始まり、その後 1991 年の再生資源利用促進法の制定、1995 年以降の個別リサイクル

法の制定を経て、廃棄物対策としては一定の成果が得られてきたが、近年の国際的な潮

流に鑑み、リサイクル産業が生み出す付加価値や生産性、資源効率性に関するデータの

収集・分析が今後の資源循環政策の方向性の検討に向けて求められている。 
一方で、これまで我が国においては、リサイクル産業の実態を網羅的に把握する調査

は存在せず、既存の統計調査からリサイクル産業における生産性や物質循環の実態を把

握することは困難である。また、資源循環政策の方向性に係るビジョンを取りまとめる

ことを目的として本年度設置した「循環経済ビジョン研究会」においても、我が国リサ

イクル産業における労働生産性、資源生産性、エネルギー生産性の指標を把握すること

の必要性が議論されている。 
本調査は、こうした背景を踏まえ、国内のリサイクル関連事業者を対象にその経営状

況、生産性、物質循環に係る情報を収集し、リサイクル関連事業者の実態を把握するこ

とを目的として実施するものである。本調査の結果は、将来の社会構造・産業構造を見

据えた効果的な政策立案のための基礎データとして利用する。 
 
 




